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ご契約者の皆様へ
この「ご契約のしおり」はファミリー交通傷害保険契約についての大切

なことがらを記載したものです。ご一読のうえ、保険証券と共にご保管く
ださいますようお願いいたします（なお、ご契約者と被保険者（保険の対
象となる方）が異なる場合は内容を被保険者にご説明いただきますようお
願い申し上げます。）。

もし、おわかりにくい点、お気づきの点がありましたら、ご遠慮なく代
理店または弊社にお問い合わせください。

また、添付の保険約款もあわせてご確認くださいますようお願いいたし
ます。
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● 代理店の役割 ●

代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等
の代理業務を行っております。したがいまして、代理店と有効に成立したご
契約については弊社と直接締結されたものとなります。

ご契約の代理店はご契約者の皆様のご契約状況を常に承知いたしておりま
す。ご契約内容についてのお問い合わせ等はご契約の代理店または弊社にお
申し出ください。

● 目 次 ●

Ⅰ	 クーリングオフについて………………………………… 1

Ⅱ	 ファミリー交通傷害保険の内容………………………… 2

Ⅲ	 ご契約の際のご注意……………………………………… 6

Ⅳ	 ご契約後のご注意………………………………………… 8

Ⅴ	 事故が発生した場合におとりいただく手続き………… 8

〈ファミリー交通傷害保険普通保険約款および特約〉… …………… 10

〈東京海上日動のお客様向けサービス〉……………………………… 44

◦	この約款・特約に記載されている「午後12時」とは24時間表記で
いう24時をさします。



―	 1� ―

Ⅰ クーリングオフについて

下記の保険契約を
クーリングオフします。
申込人住所
氏名　　　　　　　　　印
電話 自宅　     （　 　）
　　 勤務先　  （　 　）
・申込日：
・保険種類：
・証券番号＊2：
（領収証番号＊3： 　　　　 ）
・ご契約の営業店：
・ご契約の代理店：

＜記入例＞
郵便はがき

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
２-

６-

２

日
本
ビ
ル
ヂ
ン
グ
13
階

東
京
海
上
日
動

　
事
務
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
株
内

東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
株
式
会
社

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
受
付
係
　
行

（  ）

クーリングオフとは、ご契約のお申込み後であっても、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解約＊1ができ
る制度のことをいいます。

クーリングオフできる場合

クーリングオフの方法

クーリングオフされた場合には、既に払込みいただいた保険料は、速やかにご契約者にお返しします。また、弊社
およびご契約の代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。ただし、ご契約者か
らのお申出によりご契約を解約される場合は、始期日からご契約の解約日までの期間に相当する保険料を日割
で払込みいただくことがあります。

ご返金について

上記期間内（8日以内の消印有効）に弊社あてに
必ず郵便にてご通知ください（右の〈記入例〉を
ご参照ください｡）。
ご契約を申し込まれた代理店では、クーリングオフ
のお申出を受け付けることはできませんので
ご注意ください。

クーリングオフできない場合
以下のご契約は、クーリングオフできませんのでご注意ください。

保険期間が１年を超えるご契約が対象です。ご契約者がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフ説明書
を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内（消印有効。普通便で可。）であれば、ご契約の
お申込みの撤回または解約（クーリングオフ）を行うことができます。
なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、ご契約者がそのことを知らずにクーリング
オフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。

●保険期間が１年または１年に満たないご契約（自動継続特約をご契約いただいた場合を含みます。）
●営業または事業のためのご契約
●法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
●通信販売特約により申し込まれたご契約
●金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約（保険金請求権に質権が設定さ
れたご契約等）　等

申込書控の右上に記載しております。
保険料領収証の右上に記載しております。証券番号が不明の
場合にご記入ください。

＊2 
＊3

＊1 ご契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせることをいいます。
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Ⅱ ファミリー交通傷害保険の内容
1 ．保険金お支払いの対象となる事故

ファミリー交通傷害保険は、被保険者（保険の対象となる方）が「交通事故」
および建物または「交通乗用具」の火災により被った「傷害」に対して保険金
をお支払いする保険です。

⇒普通保険約款第 2 条（P.10）

被保険者（保険の対象となる方）の範囲  ⇨普通保険約款第 6 条（P.12）

◇ ファミリー交通傷害保険における被保険者は次の方々となります。
① 本人（保険証券の本人欄に記載された方）
② 本人の配偶者
③ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚（未婚とは、これまで

に婚姻歴がないことをいいます。）の子
※「特約」をセットすることにより、被保険者を上記①および②の方または上記①、	

③および④の方に限定することができます。　⇨夫婦特約（P.30）
	 配偶者不担保特約（P.30）

  ● 用語のご説明 ●
1. 	「交通事故」とは、次の（1）～（3）の事故をいいます。
（1）運行中（交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。以

下同様とします。）の交通乗用具に搭乗していない場合の次に掲げる事故
① 運行中の交通乗用具との衝突・接触等
② 運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等

（2）運行中の交通乗用具に搭乗しているとき、または乗客（入場客を含みます。）
として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内（改札口の内側をいいます。）に
いるときに被った「急激かつ偶然な外来の事故」

（3）道路通行中の被保険者（保険の対象となる方）が被った次に掲げる事故
① 建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からのものの落下
② 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
③ 火災または破裂・爆発
④ 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等または

作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等
2. 	「急激かつ偶然な外来の事故＊1、2」とは、次のとおりです。
（1）「急激」とは、いいかえれば突発的に発生することを意味します。傷害の原因

としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果と
しての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。

（2）「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事
故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶
然であるか」のいずれかであることを必要とします。

（3）「外来」とは、傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
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＊ 1	 「急激かつ偶然な外来」の条件を満たす事故には、例えば次のものがあ
ります。

■交通乗用具にはねられた	
ときのケガ

■駅の改札口に入ってか
ら出るまでのケガ

■交通乗用具の火災に	
よるケガ

＊ 2 職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性を欠くケースについ
ては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。

3.	「交通乗用具」とは、電車、自動車、原動機付自転車、自転車、飛行機、船舶
等をいいます（詳しくは、普通保険約款第 5 条をご確認ください。⇨ P.12）。

4.	 ここでいう「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ
一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状（継続的に吸入、
吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。）を含みます。ただし、細
菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、保険金をお支払いいたしませ
ん。

※賠償責任保険金お支払いの対象となる事故については、上記とは異なりますの
で、2. 補償の概要の⑥（P.6）をご確認ください。

2 ．	補償の概要
保険金は様々な組み合わせでご契約いただくことが可能です。ケガを被った

とき既に存在していたケガや病気の影響等により、ケガの程度が加重された場
合はお支払いする保険金が削減されることがあります。詳しくは代理店または
弊社までお問い合わせください。

被保険者（保険の対象となる方）またはそのご家族が、既に他の保険で同種
の保険商品をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる
場合があります。ご契約にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
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保険金の種類
保険金を

お支払いする
場合

お支払いする
保険金

保険金を
お支払いしない

主な場合

基

本

契

約

①死亡保険金
普通保険約款
第7条（P．13）、
第11条（P．14）、
第12条（P．14）

事故の日からその
日 を 含 め て 180
日以内に死亡され
た場合（事故によ
り直ちに死亡され
た 場 合 を 含 み ま
す。）。

死亡・後遺障害保
険金額の全額をお
支払いします。
※既に支払った後遺障害

保険金がある場合は、
死亡・後遺障害保険金
額から既に支払った金
額を控除した残額をお
支払いします。

普通保険約款
第3条（P．11）、第4条（P．11）

●被保険者（保険の対象とな
る方）または保険金受取人
の故意または重大な過失に
よるケガ

●けんかや自殺行為・犯罪行
為によるケガ

●無免許運転、酒酔運転、麻
薬等を使用しての運転中に
生じた事故によるケガ

●脳疾患、疾病、心神喪失に
よるケガ

●妊娠、出産、流産によるケガ
●外科的手術等の医療処置
（保険金が支払われるケガ
を治療する場合を除きま
す。）によるケガ

●地震もしくは噴火またはこ
れらによる津波によるケガ

●戦争、内乱、暴動等による
ケガ＊1

●核燃料物質の有害な特性等
によるケガ

●自動車等の乗用具による競
技、試運転、競技場でのフリー
走行等を行っている間のケガ

●むちうち症、腰痛等で医学
的他覚所見のないもの

●職務または実習のために船
舶に搭乗している間、航空
運送事業者が路線を定めて
運行する航空機以外の航空
機を被保険者が操縦または
職務として搭乗している間
のケガ

●グライダー、飛行船、超軽
量動力機、ジャイロプレー
ンに搭乗している間のケガ

●職務として荷物等の積込み
作業、積卸し作業または整
理作業をしている間のその
作業によるケガ

●職務として交通乗用具の修
理、点検、整備、清掃をし
ている間のその作業による
ケガ

●極めて異常かつ危険な方法
で交通乗用具に搭乗してい
る間のケガ� 等

②後遺障害保険金
普通保険約款
第8条（P．13）

事故の日からその
日 を 含 め て 180
日以内に身体に後
遺障害が生じた場
合。

後遺障害の程度に応じ
て、死亡・後遺障害保険
金額の3％～ 100％をお
支払いします。
※保険期間（保険のご契

約期間）を通じ合算し
て死亡・後遺障害保険
金額が限度となります。

③入院保険金
普通保険約款
第９条（P．13）

平常の業務に従事
することまたは平
常の生活ができな
くなり、かつ、入
院された場合。

入院の日数（実日数）に
対して、1日につき入院
保険金日額をお支払いし
ます。ただし、事故の日
からその日を含めて「入
院保険金支払日数（180
日＊2）」を経過した後の
期間に対しては、入院保
険金はお支払いできませ
ん。また、入院保険金が
支払われる期間中、さら
に入院保険金の支払を受
けられるケガをされても
入院保険金は重複しては
お支払いできません。
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保険金の種類
保険金を

お支払いする
場合

お支払いする
保険金

保険金を
お支払いしない

主な場合

基

本

契

約

④手術保険金
普通保険約款
第9条（P．13）

上記入院保険金が
支払われる場合に
おいて、その治療
のため、病院また
は診療所において
所定の手術を受け
られた場合。

手術の種類に応じ
て 入 院 保 険 金 日
額 の 10 倍、20 倍 ま た
は 40 倍をお支払いしま
す。ただし、1事故につ
き事故の日からその日を
含めて「入院保険金支払
日数（180日＊2）」以内
の手術1回に限ります。

P.4の内容と同様

⑤通院保険金
普通保険約款
第10条（P．14）

平常の業務に従事
す る こ と ま た は
平 常 の 生 活 に 支
障が生じ、かつ、通
院（往診を含みま
す。）による医師
の治療を受けられ
た場合。

通院の日数（実日数）に
対して、1日につき通院
保険金日額をお支払いし
ま す。 た だ し、 事 故 の
日からその日を含めて
180 日を経過した後の
通院に対しては、通院保
険金はお支払いできませ
ん。また、支払対象とな
る「通院の日数」は「通
院保険金支払限度日数

（30 日＊ 3）」が限度とな
ります。なお、平常の業
務に従事することまたは
平常の生活に支障がない
程度になおった時以降の
通院に対しては、保険金
をお支払いできません。
※入院保険金と重複して

はお支払いできませ
ん。また、通院保険金
が支払われる期間中、
さらに通院保険金の支
払を受けられるケガを
されても通院保険金は
重複してはお支払いで
きません。
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＊1 	「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるケガ、損害
賠償責任は除きます。なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわら
ず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。

＊2 	「入院保険金および手術保険金支払日数変更特約」がセットされ、入院保険金支払日数が30日となるこ
とがあります。この場合には、保険証券の「特約」欄に「入院支払日数変更（30日）」と記載されます（保
険証券の「特約」欄に「入院支払日数変更（30日）」の記載がされない場合は、入院保険金支払日数は
180日となります。）。

＊3	「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされ、保険証券の「特約」欄に「通院支払限度日数変更
（30日）」と記載されます。ただし、「通院保険金支払限度日数変更特約」をセットしない場合は、通院
保険金支払限度日数は90日となり、この場合には保険証券の「特約」欄に「通院支払限度日数変更（30
日）」の記載はされません。

保険金の種類
保険金を

お支払いする
場合

お支払いする
保険金

保険金を
お支払いしない

主な場合

特
約
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

⑥賠償責任保険金
ファミリー交通
傷害保険賠償責
任危険担保特約

（P．25）

日本国内において
被保険者（保険の
対象となる方）が
次の偶然な事故に
より他人にケガを
させたり、他人の
ものを壊したりし
て損害を与え、法
律上の損害賠償責
任を負担すること
により損害を被っ
た場合。
●被保険者本人の

居住の用に供さ
れ る 住 宅 の 所
有、使用または
管理に起因する
偶然な事故

●日常生活に起因
する偶然な事故

1 回 の 事 故 に つ
き、 賠 償 責 任 保
険金額を限度に損害賠
償金をお支払いします。
また、訴訟費用、損害の
発生または拡大を防止す
るために必要・有益な費
用、緊急措置に必要とし
た費用等もお支払いでき
ることがあります。
※1	損害賠償責任の全部

または一部を承認し
ようとするときは、
あらかじめ弊社にご
相談ください。

※2	他の保険契約または
共済契約から保険金
が支払われた場合に
は、保険金が差し引
かれることがありま
す。

●ご契約者または被保
険者の故意による損
害賠償責任

●地震もしくは噴火またはこ
れらによる津波による損害
賠償責任

●戦争、内乱、暴動等による
損害賠償責任＊1

●核燃料物質の有害な特性等
による損害賠償責任

●職務の遂行に直接起因する
損害賠償責任（仕事上の損
害賠償責任）

●同居の親族に対する損害賠
償責任

●心神喪失中（泥酔中等）の
損害賠償責任

●自動車（ゴルフカートを含
みます。）、原動機付自転
車、航空機、船舶(モーター
ボートを含みます。）およ
び銃器（空気銃を除きま
す。）等の所有、使用等に
起因する損害賠償責任� 等

ご契約の際のご注意Ⅲ

1 ．	告知義務（ご契約時に代理店または弊社に重要な事項を申し出ていただ
く義務）：申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な
事項（告知事項）です。

申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約時に正確に記載してくださ
い。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご
契約を解除することがあります。
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ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注
意ください（弊社の代理店には、告知受領権があります。）。
この保険の普通保険約款では、告知事項は、以下の事項となります。
●他の保険契約等＊を締結されている場合には、その内容（同時に申し込む契

約を含みます。）
＊	「保険契約等」とは、普通傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷

害保険、家族傷害保険、所得補償保険、積立型の傷害保険等の保険契約ま
たは共済契約をいいます。なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内
容について確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承く
ださい。

2 ．	死亡保険金受取人の指定について
・被保険者本人以外の被保険者については、死亡保険金受取人の指定はできませ

ん。
・被保険者本人について、死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず

被保険者本人の同意を得てください（指定がない場合、死亡保険金は法定相続
人にお支払いします。）。同意のないままにご契約をされた場合、保険契約は無
効となります。

・企業等がご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする
ご契約については、被保険者のご家族等に対し、保険への加入についてご説明
くださいますようお願い申し上げます。

3 ．	保険期間および責任開始日時（保険の補償を開始するとき）
保険期間は原則1年です。
弊社の保険責任は、始期日の午後4時に開始します。申込書またはセットされ
る特約に異なる時刻が記載されている場合は、その時刻から開始します。
保険料は「初回保険料の口座振替に関する特約」等の特定の特約をセットした
場合を除き、ご契約またはご契約の変更と同時に払い込みください。また、保
険料払込みの際は、弊社所定の保険料領収証を発行しますので、お確かめくだ
さい。

保険期間が始まった後であっても、ご契約の代理店または弊社が保険料を
領収する前に生じた事故による損害等に対しては、保険金をお支払いでき
ません。

4 ．死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の設定に
ついてご注意いただくこと

各保険金額とも引受けの限度額がございます。死亡・後遺障害保険金について
は、被保険者本人の年齢・年収等に応じた引受けの限度額があり、特に被保険
者本人が保険期間開始時点で満15歳未満の場合や、被保険者本人の同意がな
い場合にはご注意ください。
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ご契約後のご注意Ⅳ

1 ．	保険証券：ご契約手続きから1か月を経過しても保険証券が届かない場
合は、弊社にお問い合わせください。お問い合わせに際しましては、保険
料領収証番号、保険の種類、保険期間（保険のご契約期間）および代理店
名をご連絡願います。

2 ．	ご契約者の住所等を変更した場合
ご契約者の住所等を変更した場合にはご契約の代理店または弊社にご連絡くだ
さい。

3 ．	解約されるとき（解約と解約返れい金）
ご契約を解約される場合は、ご契約の代理店または弊社にご連絡いただき、書
面でのお手続きが必要になります。解約された場合、契約内容、解約の条件に
より、未経過期間に相当する保険料を解約返れい金としてお支払いできる場合
があります。
・一定の条件を満たす場合には、被保険者からのお申出によりご契約を解約で

きる制度があります。制度および手続きの詳細につきましては、ご契約の代
理店または弊社までお問い合わせください。また、本内容については、ご契
約者から被保険者全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。

・ご契約内容および解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料
を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。

・返還される保険料があっても、多くの場合、払込みいただいた保険料の合計
額より少ない金額となります。

・分割払口座振替による保険契約を解約された場合、解約のお申出日によって
は、金融機関への振替停止の事務手続きが間に合わず、保険料の振替が行わ
れることがあります。この場合は、振替月の翌月下旬までに、保険料振替口
座に弊社から直接返れいいたしますので、ご了承願います。

4 ．	分割保険料を払い込みいただくときの注意点：第2回目以降の分割保険
料は、払込期日までに払い込みください。

払込期日とは別に、払込猶予期限を定めております。払込猶予期限を経過した
後も分割保険料の払込みがない場合には、その払込期日後に起きた事故による
損害等に対しては、保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除させてい
ただく場合があります。

事故が発生した場合におとりいただく手続きⅤ

事故が起こったとき：事故が発生した場合には、30日以内にご契約の代理店
または弊社にご連絡ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠

をご提出いただく場合があります。
・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生したことまたは事


